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① 基本的なルール
相続（遺言も含みます。）によって不動産を取得した相続人は、相続により不動産を取得
したことを知った日から３年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

② 遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日
から３年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。

①・②ともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、１０万円以下の過料の適用対象と
なります。

➡お問い合わせは裏面の管轄法務局へ

札幌法務局

令和６年４月１日から



♦
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_00
0013.html

♦
https://sapporo-shiho.or.jp/guide.html


